
議案第９号

木津川市研究開発地区建築条例等の一部改正について

木津川市研究開発地区建築条例等の一部を別紙のとおり改正する。

令和２年２月２８日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

「建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）」及び「建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）」の一部が改正されたこと等により、用語及び引用条項ずれ等の整理

を要する箇所が生じているため、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市研究開発地区建築条例等の一部を改正する条例（案）

（木津川市研究開発地区建築条例の一部改正）

第１条 木津川市研究開発地区建築条例（平成１９年木津川市条例第１７９号）の一

部を次のように改正する。

第４条中「第４８条第６項又は第１０項」を「第４８条第１１項」に改める。

別表第２相楽リサーチパーク研究開発地区の欄中「身体障害者福祉ホーム」を

「福祉ホーム」に改める。

（木津川市特別工業地区建築条例の一部改正）

第２条 木津川市特別工業地区建築条例（平成１９年木津川市条例第１８０号）の一

部を次のように改正する。

第３条中「第４８条第５項及び第８項」を「第４８条第５項及び第９項」に改め

る。

（木津川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第３条 木津川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１９年木

津川市条例第１８１号）の一部を次のように改正する。

「かき」を「垣」に、「さく」を「柵」に改める。

別表第２木津川台地区整備計画区域の部住宅地ゾーン（Ａ）の項クの欄中「宅地

地盤面より高さ６０センチメートル」を「宅地地盤面から高さ６０センチメート

ル」に改め、同部住宅地ゾーン（Ｂ）の項アの欄中「身体障害者福祉ホーム」を

「福祉ホーム」に、同項クの欄中「宅地地盤面より高さ６０センチメートル」を

「宅地地盤面から高さ６０センチメートル」に改め、同部住宅地ゾーン（Ｃ）の項

アの欄中「教会、その他」を「教会その他」に改め、同部住宅地ゾーン（Ｄ）の項

キの欄中「道路境界線より１メートル」を「道路境界線から１メートル」に、「壁

面より突出」を「壁面から突出」に改め、同項クの欄中「宅地地盤面より高さ６０

センチメートル」を「宅地地盤面から高さ６０センチメートル」に改め、同部近隣



センターゾーン（Ｅ）の項キの欄中「壁面より突出」を「壁面から突出」に改め、

同部近隣センターゾーン（Ｆ）の項キの欄中「壁面より突出」を「壁面から突出」

に改め、同部文化学術研究ゾーンの項キの欄中「壁面より突出」を「壁面から突

出」に改め、同表木津南地区整備計画区域の部一般住宅地ゾーンの項クの欄中「宅

盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部

沿道型住宅地ゾーン（Ａ）の項キの欄中「壁面より突出」を「壁面から突出」に改

め、同項クの欄中「宅盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメ

ートル」に改め、同部沿道型住宅地ゾーン（Ｂ）の項キの欄中「壁面より突出」を

「壁面から突出」に改め、同項クの欄中「宅盤面より６０センチメートル」を「宅

盤面から６０センチメートル」に改め、同部計画住宅地ゾーン（Ａ）の項キの欄中

「壁面より突出」を「壁面から突出」に改め、同項クの欄中「宅盤面より６０セン

チメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部計画住宅地ゾーン

（Ｂ）の項アの欄中「共同住宅（大都市地域における住宅地等の供給の促進に関す

る特別措置法に関する建設省都市局長通達（昭和５１年４月１日建設省都再発第２

０号）Ⅰ―２―（２）―②による共同住宅とする。）」を「共同住宅」に改め、同

項キの欄中「壁面より突出」を「壁面から突出」に改め、同項クの欄中「宅盤面よ

り６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部近隣セ

ンターゾーンの項オの欄中「面する側にあっては１．５メートル」を「面する側に

あっては、１．５メートル」に改め、同項キの欄中「壁面より突出」を「壁面から

突出」に改め、同部センターゾーンの項キの欄中「広告物は１事業所当たり５か

所」を「広告物は、１事業所当たり５か所」に、「壁面より突出」を「壁面から突

出」に改め、同部文化学術研究ゾーン（Ａ）の項キの欄中「壁面より突出」を「壁

面から突出」に改め、同項クの欄中「距離は３メートル」を「距離は、３メート

ル」に、「地区計画図に示す部分については５メートル」を「地区計画図に示す部

分については、５メートル」に、「１項の規定は低層」を「第１項の規定は、低

層」に改め、同部文化学術研究ゾーン（Ｂ）の項キの欄中「壁面より突出」を「壁

面から突出」に改め、同部地域交流施設ゾーンの項クの欄中「宅盤面より６０セン

チメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同表木津中央地区整備



計画区域の部一般住宅地ゾーン（Ａ）の項クの欄中「宅盤面より６０センチメート

ル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部一般住宅地ゾーン（Ｂ）の

項アの欄中「掲げるもの。」を「掲げるもの」に改め、同項クの欄中「宅盤面より

６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部一般住宅

地ゾーン（Ｃ）の項クの欄中「宅盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６

０センチメートル」に改め、同部一般住宅地ゾーン（Ｄ）の項クの欄中「宅盤面よ

り６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部沿道型

住宅地ゾーン（Ａ）の項キの欄中「駅前東線」を「木津駅前東線」に改め、同項ク

の欄中「宅盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に

改め、同部沿道型住宅地ゾーン（Ｂ）の項クの欄中「宅盤面より６０センチメート

ル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部共同住宅地ゾーンの項アの

欄中「共同住宅（大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法に

関する建設省都市局長通達（昭和５１年４月１日建設省都再発第２０号）Ⅰ－２－

（２）－②による共同住宅とする。）」を「共同住宅」に改め、同項クの欄中「宅

盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部

計画建設地ゾーン（Ａ）の項アの欄中「別表第二（ち）項」を「別表第二（り）

項」に改め、同項クの欄中「宅盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６０

センチメートル」に改め、同部計画建設地ゾーン（Ｂ）の項アの欄中「別表第二

（ち）項」を「別表第二（り）項」に改め、同項クの欄中「宅盤面より６０センチ

メートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部文化学術研究ゾーン

の項クの欄中「１項の規定」を「第１項の規定」に改め、同表相楽リサーチパーク

地区整備計画区域の項キの欄中「道路境界線より３メートル」を「道路境界線から

３メートル」に、「壁面より突出」を「壁面から突出」に改め、同表木津駅前地区

整備計画区域の部中心商業ゾーンの項アの欄中「別表第２（ち）項」を「別表第２

（り）項」に改め、同項クの欄を次のように改める。

計画図に示す宅地部分に垣又は柵を設置してはならない。

ただし、道路境界線から１メートル以上後退したものについてはこの限りで

ない。



別表第２木津駅前地区整備計画区域の部周辺業務ゾーンの項ウの欄中「建ぺい

率」を「建蔽率」に改め、同項クの欄を次のように改める。

別表第２木津庁舎周辺地区整備計画区域の部Ａ地区の項クの欄中「宅盤面より６

０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」に改め、同部Ｂ地区の項

クの欄中「宅盤面より６０センチメートル」を「宅盤面から６０センチメートル」

に改め、同表綺田北部地区整備計画区域の部準工業地区の項アの欄中「別表第２

（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に、「専修学校、その他」を「専修学校その

他」に、「博物館、その他」を「博物館その他」に、「身体障害者福祉ホーム」を

「福祉ホーム」に改め、同表国道沿道地区整備計画区域の部準工業地区の項アの欄

中「別表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に、「専修学校、その他」を「専

修学校その他」に、「博物館、その他」を「博物館その他」に、「身体障害者福祉

ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同項オの欄を次のように改める。

別表第２国道沿道地区整備計画区域の部準工業地区の項クの欄を次のように改め

る。

（木津川市特定大規模小売店舗制限地区建築条例の一部を改正する条例）

第４条 木津川市特定大規模小売店舗制限地区建築条例（平成２０年木津川市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「別表第２（わ）項」を「別表第２（か）項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

道路に面した宅地部分に垣又は柵を設置する場合は、壁面の位置の制限以上

後退するものとする。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離のうち、国

道２４号に面する部分の最低限度は、１．０ｍとする。

塀を設ける場合は、国道２４号に面する側の道路境界線との距離を１．０ｍ

以上とし、道路との間には植栽を施すものとする。

透視可能なネットフェンス、生垣を設ける場合には、この限りでない。







































































































































政策等の形成過程の説明資料

議 案 名
議案第９号 木津川市研究開発地区建築条例等の一部改正につ
いて

担 当 課 都市計画課 都市計画係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）の一部が改正されたこと等によ

り、用語及び引用条項ずれ等の整理を要する箇所が生じているた

め、所要の改正を行うものです。また、公用文としての文言修正

も行います。

提案に至るまでの経緯

・建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴う用語及び引用条
項ずれの整理を要する箇所が生じていることが判明
・木津川市都市計画審議会（令和元年８月５日）において当該整
理について協議
・関係機関（京都府都市計画課、文化学術研究都市推進課及び山
城南土木事務所）との協議を実施
・都市計画変更案に係る説明会、図書の縦覧
・木津川市都市計画審議会（令和元年１月２０日）において都市
計画変更案の議決を受け、条例案を決定

市 民 参 加 の 状 況

■有 □無

条例改正案の基となる都市計画変更案について
【特別用途地区の変更について】
・都市計画法に基づく縦覧・意見申出
（令和元年１２月１３日から１２月２７日まで）
【地区計画の変更について】
・木津川市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成１９年
木津川市条例第１６７号）に基づく縦覧・意見申出
（令和元年１１月１４日から１１月２８日まで）
・都市計画法に基づく縦覧・意見申出
（令和元年１２月１３日から１２月２７日まで）

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
６ 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵ま
れたまちづくり

政 策 分 野 １３ 都市基盤

施 策
① 都市環境
ア．計画的な土地利用

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
□複数年度（ 年度）

将来にわたる効果及び
経費の状況

関係法令との整合を図ることで、より明確に行政指導が行える
ようになります。


